
 

 

 

                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ 「仕事と生活の両立応援宣言」登録制度 □□□ 

 

 「仕事と生活の両立応援宣言」事業所として、是非ご登録ください。 

 

● 対象者 

宮崎県内に事業所がある全ての企業・事業所（事業所規模は問いません。） 

 

●  支援内容 

〇 企業・事業所のトップの方に、ワークライフバランスを実現するための具体的な

取組を宣言してもらい、県で登録します。 

○ 登録企業等には、県から宣言書を交付するとともに、県庁ホームページやパンフ

レットなどで広く紹介します。 

○ 企業向けのワークライフバランス推進のための研修会も開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ご利用方法 

県庁ホームページ掲載の登録申込書を御提出ください。電話をいただければ、登録申

込書の郵送も可能です。 

 問合せ先 

 宮崎県 雇用労働政策課 労政福祉担当 TEL 0985-26-7106 

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 
研修・ｲﾍﾞﾝﾄ その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ 働きやすい職場「ひなたの極」認証制度 □□□ 

 

ワークライフバランスの実現に向けた職場環境づくりを積極的に行っている企業や事業

所のうち、特に優れた取組成果が認められる企業等を「働きやすい職場『ひなたの極』」と

して知事が認証する制度です。ご関心のある企業等は、まずはお問合せください。 

 

● 対象者 

宮崎県内に本社又は事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行ってい

る法人（国及び地方公共団体を除く。） 

 

●  支援内容 

○ 認証基準 

県が定めた審査項目（２５項目）のうち、該当する項目の総得点の割合が８５％

以上の場合、かつ次の①、②のいずれか及び③を満たす場合に、「働きやすい職場

『ひなたの極』」認証企業等として認証します。 

①   フルタイム労働者の年次有給休暇取得率が５０％以上 

② 常用労働者の所定外労働時間が、毎月勤労統計調査における｢県平均(全産業５

人以上)｣と｢該当する産業・事業所規模の平均｣のいずれか高い方と比べて低いこと 

③ 下記の審査項目のうち、どれか１つを満たしていること 

 ・法定時間外・休日労働時間の平均（フルタイム労働者の最大月が 45 時間未満） 

 ・所定外労働時間の平均（常用労働者の平均が 8.5 時間未満） 

 ・年次有給休暇の取得率（フルタイム労働者の取得率が 70％以上） 

ＨＰアドレス 

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/koyorodoseisaku/shigoto/rodo/20180208134803.html 

【審査項目】・ 働き方（休み方）見直しに関する取組と実績（７項目） 

・ 育児・介護休業制度等の整備状況と実績（１０項目） 

・ その他（８項目） 

〇 認証企業等には、県から認証書を交付するとともに、県ホームページに企業等名

を掲載します。また、県が主催する就職説明会や企業ガイダンス等への優先参加、

宮崎県中小企業融資制度での優遇措置等のインセンティブを付与します。 

 

 

                      ◀「働きやすい職場『ひなたの極』」 

                        認証マーク 

 

● ご利用方法 

県ホームページ掲載の申請書等を、県雇用労働政策課へご提出ください。 

 問合せ先 

 宮崎県 雇用労働政策課 労政福祉担当 TEL 0985-26-7106 

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 

研修・ｲﾍﾞﾝ
その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ 労働相談窓口 □□□ 

 

お気軽にご相談ください。相談は無料です。 

 

 

● 対象者 

労働者、事業主等 

 

 

●  支援内容 

○ 県内４か所に労働相談窓口を設置して、労使双方からの相談に対して助言等を行

います。 

○ 相談は、窓口での面談のほか、電話でも受け付けています。 

 

● ご利用方法 

お近くの相談窓口へご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先 

 宮崎中小企業労働相談所（県庁雇用労働政策課内）  TEL 0985-44-2618 

日南中小企業労働相談所（日南県税・総務事務所内） TEL 0987-22-2714 

都城中小企業労働相談所（都城県税・総務事務所内） TEL 0986-23-4518 

延岡中小企業労働相談所（延岡県税・総務事務所内） TEL 0982-33-2862 

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 
研修・ｲﾍﾞﾝﾄ その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□         ひなたにほんごナビ         □□□ 

 

日本語を学びたい外国人住民のためのポータルサイトです。 

県内で実施されている日本語講座などについて、多言語で掲載しています。 

                         

 

● 対象者 

  県内の外国人住民 

 

●  支援内容 

  県内で外国人住民向けに開催されている、日本語教師から日本語を教わる講座や、ボ

ランティアと一緒に学習する勉強会、地域住民と交流しながら学ぶ教室などについて掲

載しています。 

  日本語だけでなく、英語、中国語（簡体字）、韓国語、ベトナム語、やさしい日本語

に対応しています。 

 

● ご利用方法 

  検索エンジンより  ひなたにほんごナビ  検 索 

  ホームページアドレス https://hinatanihongo.mif.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 問合せ先 

 宮崎県 国際・経済交流課 国際企画・旅券担当 TEL：0985-24-1132   

 公益財団法人 宮崎県国際交流協会 TEL：0985-32-8457 
 

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 
研修・ｲﾍﾞﾝﾄ その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ 男女共同参画センター講師派遣 □□□ 

 

県男女共同参画センターは、男女共同参画社会づくりの推進拠点です。 

 県内事業所や団体等が実施する男女共同参画に関する講演会・研修会等に無料で講師

の派遣を行っております。御希望のテーマに応じて、講師が分かりやすくお話しします。

ぜひお気軽にご利用ください。 

  

                       

● 対象者 

  県内の事業所、団体、グループ等 

 

 

●  講演内容 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

・女性の能力発揮や職域拡大 

・セクシュアル・ハラスメント  等 

 

講師の謝金及び会場までの旅費は、県男女共同参画センターが負担します。このほか、

研修用ＤＶＤの貸出も行っていますので、お気軽に御相談ください。 

 

 

● ご利用方法 

   県男女共同参画センターへ直接お問い合わせください。（TEL：0985-32-7591） 

  URL：https://www.mdanjo.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 問合せ先 

 宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 男女共同参画推進担当 

 TEL：0985-26-7040 
    

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 
研修・ｲﾍﾞﾝﾄ その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ 女性の活躍サポート事業 □□□ 

 

  社会で女性の能力が十分に発揮できるよう、キャリアアップや仕事と家庭の両立、起業等

に関する情報提供や相談受付、キャリアアップ講座等を実施します。 

                        

 

● 対象者 

  女性、または女性を含むグループ、県内に事業所を有する企業の方 等 

 

●  支援内容 

・キャリアアップや仕事と家庭の両立、起業等に関する相談受付、情報提供（電話・面接） 

・企業の管理職など県内の様々な分野で活躍している女性を「ひむかＷＯＭＡＮ」サイ

トで紹介、直接会って経験談やアドバイスを聞くことができるメンター（助言者）の派

遣 

・キャリアアップ講座の実施 

 

● ご利用方法 

  ・県男女共同参画センターへ直接お問い合わせください。 

「女性のつながりサポート相談」 TEL：0985-29-8544 

  「ひむかＷＯＭＡＮ」URL:https://www.himuka-woman.jp 

 

     

 

 

 

 問合せ先 

 宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 男女共同参画推進担当 

TEL：0985-26-7040 
  

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 
研修・ｲﾍﾞﾝﾄ その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

 

□□□ みやざき女性の活躍推進会議研修会 □□□ 

 

  多様な働き方を実現できる環境づくりを進めるため、ダイバーシティやワークライフバラ

ンス、女性のキャリアアップ等をテーマとした研修会を実施します。参加者同士の交流の機

会も設けます。 

 

                    

● 対象者 

  県内の事業所で働く方 など 

 

●  講座内容 

  会員企業や経営者・管理職向けの研修会のほか、女性管理職等を対象とした女性リー

ダー育成塾を実施します。 

 

テーマ：ジェンダー平等、ダイバーシティ、働き方改革、ワークライフバランス、 

女性のキャリア充実 など 

 

  形 式：講演会、トークセッション、グループディスカッション など 

 

● ご利用方法 

  下記問合せ先にお電話いただくか、みやざき女性の活躍推進会議のホームページ

（https://mjks.jp）を御覧ください。 

 

    

問合せ先 

 宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課 男女共同参画推進担当 

 TEL：0985-26-7040 
  

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 

研修・ｲﾍﾞﾝ
その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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                                働きやすい職場にしたい  

□□□ 宮崎県人権啓発センター人権出前講座 □□□ 

  企業は、顧客、取引先、従業員など多くの人と関わりを持っています。企業と人権は

決して無関係ではありません。人権に配慮することで、顧客や取引先の印象が良くなる

だけでなく、トラブルの防止、従業員のチームワークやモチベーションの向上など多く

の効果が期待できます。そのためにも、従業員の皆さんを対象とした研修の実施を御検

討ください。 

 

                           

● 対象者 

  県内の事業所、団体、グループ等 

 

●  講座内容 

宮崎県人権啓発センターでは、県内の事業所、団体等が実施する人権に関する研修会

等に職員を講師として派遣しています（謝金・交通費無料）。講師が人権についてわか

りやすくお話しますので、お気軽に御利用ください。申込みについては、開催予定の１

か月前までにお電話で御連絡ください。 

（研修テーマの例） 

 ・人権入門～職場のコミュニケーション 

 ・職場の人権～人権の視点をもって仕事に取り組もう～ 

 ・STOP!職場のハラスメント 

 

※  また、センターでは、年間を通して人権に関する各種研修会を主催している他、人

権啓発・研修用 DVD や学習用図書も多数用意して貸出を行っています（貸出料無料）。

研修会の内容や貸出作品の一覧は「宮崎県人権ホームページ」に掲載しています。

こちらも御利用ください。 

 

● ご利用方法 

  宮崎県人権啓発センター（宮崎県人権同和対策課）へ直接お問い合わせください。 

（TEL：0985-32-4469） 

   

● 関連リンク 

宮崎県人権ホームページ  

https: //www.m-jinken.jp/  

 

 問合せ先 

宮崎県 総合政策部 人権同和対策課 啓発・研修担当 TEL：0985-32-4469 

 

補助金 

・出資 

情報提供 

・相談 

セミナー 

研修・ｲﾍﾞﾝ
その他 

法律・条例等 

に基づく支援
融資・貸付 
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